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『野
槌
』
増
補
記
事
の
検
討

―
―
弘
融
の
伊
賀
居
住
を
視
座
と
し
て
―
―

一
、
「徒
然
草
』
の
弘
融

弘
融
は

『徒
然
草
』
八
十
二
段
と
八
十
四
段
に
登
場
す
る
仁
和
寺
の
僧
侶
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
詳
し
い
伝
歴
は

『徒
然
草
』
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

弘
融
に
関
す
る
初
め
て
の
注
釈
を
載
せ
る

『野
槌
』
（再
刻
本
）
に
も
明
記
さ
れ

て
い
な
い
。

『野
槌
』
八
十
二
段
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
で
あ
る
。

○
粥
訛
儲
都ッ
〈欄
努
儲
都ノ弘
融
。χ
偲
二
年
十
月
於
”部
鵜
陛
ノ事
敵
彎
少

将
為
仲
入
道
一．受
ン
ト
古
今
和
耳
集
訓
説
）
云
云
。
建
武
ノ
比
与
二
兼
好
房
・ト

有
二
因
縁
一故
二
弘
融
古
今
集
ヲ
仁
和
寺
ノ
居
所
二
預
二
置
之
ラ
。
貞
和
三
年

伊ィ彎
雖
傷
憾
部
ノ逓
鵬
随
二居
住
ス。
時
二記
六
十
一じ

（再
刻
本

。
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
本
）

弘
融
の

『古
今
集
」
の
受
講
と
伊
賀
の
居
住
に
つ
い
て
記
す
こ
の
記
事
は
、

現
代
の

『徒
然
草
』
の
注
釈
書
に
至
る
ま
で
基
礎
的
な
伝
記
史
料
と
し
て
踏
襲

さ
れ
る
も
の
の
、
内
容
の
批
判
は
、
弘
融
に
関
す
る
史
料
が
非
常
に
少
な
い
た

め
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
来
ず
、
ま
た
、
兼
好
の
伝
説
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
伊

賀
の
地
名
が
見
え
る
理
由
で
、
信
憑
性
が
問
わ
れ
て
も
き
た
。
し
か
し
、
弘
融

米
田
真
理
子

（１
）

の
著
作

『康
秘
』
の
出
現
に
よ
り
、
弘
融
の
伊
賀
居
住
の
事
実
が
確
認
さ
れ
、

そ
し
て
、
記
事
の
後
半
部
分
の
典
拠
が
判
明
し
た
。

『康
秘
目
録
」
（大
覚
寺
本
・京
都
嵯
峨
芸
術
大
学
付
属
図
書
館
蔵
写
真

［２５

箱
２．
号
］
外
題

「諸
尊
法
目
録
」。
私
に
句
読
点
、
返
り
点
を
付
し
た
）

凡
授
二
諸
尊
法
「
浅
深
次
第
能
々
可
三
分
別
（
猥
不
レ
可
レ
授
。
門
流
之
様
各

別
書
之
折
紙
也
。
〈略
〉
自
二
康
永
二
年
替

一月
比
一至
二
同
三
年
岬
十
月
廿

一

日

一
以

二
念

誦

餘

暇

一
砂

記

詑

。
　

　

　

　

　

　

　

　

金

剛

佛

子

弘

融

葉
漱

八

以
二
此
鑽
仰
之
善
本
「
上
捧
・一高
祖
弘
法
大
師
之
法
楽
「
下
資
二
先
師
僧
正

法
印
之
厚
恩
「
兼
答
■
二
国
之
祖
恩
い
及
二
四
恩
之
群
徒
「
就
中
此
口
決

者
秘
密
家
之
目
足
、
持
明
蔵
之
肝
脳
也
。
〈略
〉
Ａ
貞
和
三
年
万
五
月
廿

一
日

於
二
伊
賀
国
佛
性
寺
遍
照
院
「
重
胎
二
誓
約
之
誠
文
「
敢
勿
二
違
犯
一々

々

々
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ
権
少
僧
都
法
眼
和
尚
位
弘
融
精
ｒ

傍
線
Ａ
Ｂ
が

『野
槌
』
後
半
部
分
の
典
拠
と
見
ら
れ
、
「権
少
僧
都
弘
融
」
と

す
る
弘
融
の
僧
階
も
、
管
見
で
は
傍
線
Ｂ

「権
少
僧
都
法
眼
和
尚
位
弘
融
」
以

外
に
は
見
な
い
。
こ
の
よ
う
に

『野
槌
』
の
伊
賀
に
関
す
る
記
述
に
典
拠
を
認

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
記
事
が
し
か
る
べ
き
確
か
な
情
報
に
基
づ
い
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
前
半
部
分
の

『古
今



集
』
の
受
講
に
関
す
る
内
容
に
も
、
資
料
的
な
裏
付
け
が
あ
っ
た
と
す
る
推
測

を
成
り
立
た
せ
る
。
な
お
、
「建
武
ノ
比
」
に

『古
今
集
』
を

「仁
和
寺
ノ
居
所

二
之
ヲ
預
置
ク
」
と
す
る
箇
所
も
、
仁
和
寺
で
執
筆
し
た
弘
融
の
著
作

『読
遮

要
秘
紗
』
の
完
成
が
建
武
四

（
一
三
二
七
）
年
六
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

（
そ
ｂ

年
ま
で
の
弘
融
の
京
在
住
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
時
期
的
な
矛
盾
は
な
い
。

弘
融
が
仁
和
寺
の
僧
侶
で
あ
る
こ
と
は
、
『徒
然
草
』
や
注
釈
書
類
に
は
記
さ

れ
て
お
ら
ず
、
武
石
彰
夫
氏

（「兼
好
と
東
密
圏
」
「徒
然
草
の
仏
教
圏
し

と
、

安
良
岡
康
作
氏

（『徒
然
草
全
注
釈
し

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『野
沢
血
脈
集
』

や

『諸
宗
抄
疏
録
』
に
記
さ
れ
た
、
『徒
然
草
』
二
百
八
段

「華
厳
院
の
弘
舜
僧

正
」
の
付
法
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
弘
融
著

『読

遮
要
秘
抄
』
奥
書
の
分
析
を
通
し
て
、
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
弱
体

化
し
つ
つ
あ
っ
た
仁
和
寺
に
お
い
て
、
嫡
流
を
保
持
す
る
役
割
を
担
い
、

イ
わ

学
識
の
高
さ
が
当
代
既
に
評
価
さ
れ
て
い
た
僧
侶
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
豪
」
“
｛
紳
鰐
坤

（
』

麻
「
」
邸

。 融
政
い
れ
）
綱
」
っ
刹
胸
「

を
「静

計
一
酬

格 し、
、

助
詞

「が
」
を
以
て
記
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
親
愛
の
情
を
読
み
と
る
こ
と
が

で
き
、
同
世
代
の
兼
好
と
弘
融
に
は
交
流
が
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
『徒
然
草
』
に
描
か
れ
た
弘
融
像
は
、
実
像
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の

『徒
然
草
』
で
は
、
弘
融
は
優
雅
さ
を
強
調
さ
れ
る
。
八

十
二
段
で
は
、
頓
阿
と
並
ん
で
登
場
し
、
そ
の
発
言
は

「
い
み
じ
く
覚
え
し
な

り
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

「う
す
も
の
の
表
紙
は
と
く
損
ず
る
が
わ
び
し
き
」
と
人
の
言
ひ
し
に
、

頓
阿
が
、
「う
す
物
は
上
下
は
づ
れ
、
螺
釧
の
軸
は
貝
落
ち
て
の
ち
こ
そ
い

み
じ
け
れ
」
と
申
侍
し
こ
そ
、
心
ま
さ
り
し
て
覚
え
し
か
。　
一
部
と
あ
る

草
子
弓
物
な
ど
の
同
じ
や
う
に
あ
ら
ぬ
を
、
「
み
に
く
し
」
と
言
へ
ば
、
弘

融
僧
都
は
、
「物
を
か
な
ら
ず

一
具
と
調
へ
ん
と
す
る
は
、
つ
た
な
き
人
の

す
る
こ
と
な
り
。
不
具
な
る
こ
そ
よ
け
れ
」
と
言
ひ
し
も
、
い
み
じ
く
覚

刻
ｕ
刻
列
。
〈略
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

八
十
四
段
で
も
、
法
顕
三
蔵
の
気
弱
な
発
言
に
理
解
を
示
し
た
弘
融
を
、
「法

師
の
や
う
に
も
あ
ら
ず
、
心
に
く
ヽ
覚
え
し
か
」
と
好
意
的
に
描
く
。

法
顕
三
蔵
の
天
竺
に
渡
り
て
、
故
郷
の
扇
を
見
て
は
悲
し
み
、
病
に
臥
し

て
も
漢
の
食
を
願
ひ
給
け
る
こ
と
を
聞
き
て
、
「さ
ば
か
り
の
人
の
、
む
げ

に
こ
そ
心
よ
は
き
気
色
を
人
の
国
に
て
見
え
給
け
れ
」
と
人
の
言
ひ
し
に
、

弘
融
が

「優
に
情
あ
り
け
る
三
蔵
な
り
」
と
言
ひ
た
り
し
こ
そ
、
法
師
の

や
う
に
も
あ
ら
ず
、
心
に
く
ゝ
覚
え
し
か
。

こ
の
よ
う
な

『徒
然
草
』
に
描
か
れ
た
弘
融
の
優
雅
さ
は
、
現
存
す
る
弘
融

の
著
作
の
分
析
か
ら
だ
け
で
は
立
ち
現
れ
な
い
側
面
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
『野
槌
』
記
事
の
う
ち
、
『古
今
集
』
受
講

に
関
す
る
内
容
に
象
徴
さ
れ
る
資
質
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
弘
融
の
『古
今
集
』

の
受
講
に
つ
い
て
は
、
井
上
宗
雄
氏
が
、
京
極
為
兼
の
猶
子
為
仲
の
事
跡
を
考

証
す
る
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る

３
中
世
歌
壇
史
の
研
究
　
南
北
朝
期
し
。

為
仲
の
事
蹟
も
分
ら
な
い
が
、
「野
槌
」
の
記
事
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

「
野
槌
』
略
〕
押
小
路
邸
と
い
う
の
は
摂
家
二
条
家
の
下
亭
、
こ
こ
で
は

二
条
道
平
を
指
す

（井
蛙
抄
に
道
平
を

「押
小
路
故
殿
」
と
い
い
、
続
千

載
に
翌
剛
関
白
左
大
臣
押
小
路
」
と
あ
る
の
は
道
平
で
あ
る
）。
そ
し
て
道
平

の
母
は
為
顕
女
宣
子
、
す
な
わ
ち
為
仲
の
姉
妹
で
あ
る
。
為
仲
は
道
平
の

叔
父
に
あ
た
る
。
宣
子
は
生
存
中
で
あ
る

（元
亨
元
年
二
月
没

〈公
卿
補

任
〉。
宣
子
も
新
後
撰
以
下
の
作
者
）。
そ
の
邸
で
古
今
の
説
を
為
仲
が
弘

融
に
講
じ
た
と
い
う
事
は
ま
ず
信
じ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
為
仲
は
恐
ら
く

為
兼
か
ら
訓
説
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
詳
し
い
事
は
わ
か
ら
な
い
。



因
み
に
、
弘
融
は
こ
の
系
統
で
行
く
と
京
極
派
系
と
い
う
事
に
な
る
。
勅

撰
作
者
で
な
い
の
も
こ
の
故
で
あ
ろ
う
か
。

管
見
で
も
弘
融
の

『古
今
集
』
受
講
の
事
実
を
示
す
史
料
を
見
出
さ
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
「野
槌
』
記
事
の
検
討
を
行
い
、
そ
の
生
成
背
景
を
探
る
。

次
い
で
、
近
世
期
に
伝
承
さ
れ
た
和
歌
を
取
り
上
げ
、
弘
融
の
歌
人
的
側
面
を

検
証
し
、
『徒
然
草
』
に
描
か
れ
た
弘
融
像
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

二
、
「野
槌
」
と
伊
賀
国
地
誌

再
刻
本

『野
槌
』
に
掲
載
さ
れ
る
弘
融
の
記
事
は
、
同
内
容
を
伊
賀
の
地
誌

類
に
見
出
す
。
例
え
ば

『伊
賀
国
名
所
記
Ｌ
佛
性
寺
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
（″

。

六
條
右
大
臣
顕
房
公
の
願
寺
也
、
ａ
宗
祗
法
師
云
、
権
少
僧
都
弘
融
者
、

文
保
二
年
十
月
押
小
路
の
亭
に
お
ゐ
て
左
少
将
為
仲
入
道
を
執
し
て
、
古

今
集
の
訓
説
秘
蔵
を
伝
受
い
た
さ
れ
、
ｂ
か
た
の
こ
と
く
数
寄
に
て
侍
し
、

後
に
と
し
老
て
い
か
の
国
仏
生
寺
の
遍
照
院
に
す
ま
れ
し
由
、
き
ゝ
侍
る

と
云
云
。
　
　
　
　
　
（寛
政
四

（
一
七
九
二
）
年
写
本

・
内
閣
文
庫
本
）

冒
頭
は
、
簡
略
な
寺
伝
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
文
章
は
、
傍
線
ａ
ｂ
を

除
く
と
、
『野
槌
」
記
事
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
。
他
に

『伊
水
温
故
』
「阿
拝

郡
雨
師
山
佛
性
寺
」
（延
宝
七

（
一
六
七
九
）
年
・菊
岡
如
幻
著
。伊
賀
史
談
会
）

や
、
『和
歌
名
所
追
考
』
第
五
十
四

「伊
賀
国
」
（元
禄
十
二

（
一
六
九
九
）
年
。

神
宮
文
庫
本
）、
『伊
賀
国
誌
』
（元
禄
十
二

（
一
六
九
九
）
年
。内
閣
文
庫
本
）

な
ど
も
、
同
様
の
記
事
を
有
す
。
そ
れ
ら
は
、
例
え
ば
、
次
に
あ
げ
る

『三
国

地
誌
Ｌ
佛
性
寺
雨
市
山
遍
昭
院
」
の
よ
う
に
、
Ｃ
以
下
に
編
者
の
考
証
を
記
す
。

な
お
、
ヨ
一国
地
誌
』
の
傍
線
ａ
ｂ
は
、
他
の
地
誌
類
と
異
同
が
あ
り
、
特
に
典

拠
を

『野
槌
』
に
す
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

准
后
伊
賀
記
二
日
、
佛
性
寺
六
條
殿
顕
房
開
基
、
遍
昭
院
在
二
佛
性
寺
之

南
ｔ

ａ
つ
れ
ノ
ヽ
草
野
槌
日
、
権
少
僧
都
弘
融
文
保
二
年
十
月
於
二
押
小

路
亭
一随
二
少
将
為
仲
入
道
一受
二
古
今
和
可
集
訓
説
一云
云
。
ｂ
中
略
。
建

武
ノ
比
与
二
兼
好
房
一有
二
因
縁
一故
弘
融
古
今
集
ヲ
仁
和
寺
ノ
居
所
二
預

ケ
置
ク
。
貞
和
三
年
伊
賀
国
佛
性
寺
ノ
遍
照
院
二
居
住
ス
。
時
二
歳
六
十

一
。
Ｃ
按
二
遍
照
院
ハ
昔
別
二
一
区
ノ
僧
房
ニ
シ
テ
佛
性
寺
ノ
子
院
ナ
リ
。

今
混
シ
テ
佛
性
寺
ノ
院
号
ト
ナ
ル
。
射
手
宮
ノ
別
当
ナ
リ
。

（藤
堂
元
甫
・宝
暦
十
三
盆

七
六
三
）年
成
立
。川
井
景

一
編
　
明
治
２．
年
）

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
内
容
が

『野
槌
』
と

一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
地
誌
と
『野

槌
』
の
先
後
関
係
が
問
題
と
な
る
。
一則
掲
の
地
誌
類
は
、
成
立
年
代
不
明
の
『伊

賀
国
名
所
記
」
を
除
き
、
羅
山
没
年
の
明
暦
三

（
一
六
五
七
）
年
以
後
の
成
立

で
あ
る
。
そ
の
た
め
問
題
と
な
る
の
は
、
『伊
賀
国
名
所
記
』
で
あ
る
が
、
そ
の

奥
書
に
よ
る
と
、
室
町
時
代
に
活
躍
し
た
連
歌
師
能
登
永
閑
の
作
で
あ
る
と
い

う
。
し
か
し
、
川
平
敏
文
氏
が
指
摘
す
る

（「近
世
兼
好
伝
遡
源
―

『園
太
暦
』

偽
文
の
成
立
―
」
『文
学
』
季
刊
。第
九
巻
第

一
号
　
平
成
十
年
）
よ
う
に
、
本

書
は
偽
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
¨
咄

文
中

「至
宝
抄
」
と
あ
る
の
は
、
『伊
賀
国
名
所
記
』
の
他
の
箇
所
で
も
引

用
さ
れ
る

「宗
祗
名
所
類
衆
至
宝
抄
」
な
る
書
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
宗

祗
に
か
か
る
著
述
の
あ
っ
た
事
は
確
認
が
取
れ
な
い
。
ま
た

『伊
賀
国
名

所
記
』
に
は
平
安

。
鎌
倉
期
著
名
歌
人
の
名
所
歌
が
数
多
く
収
載
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
等
に
は
典
拠
不
明
の
も
の
が
目
立
つ
。
よ
っ
て

『伊
賀
国

名
所
記
』
は
そ
の
成
立
自
体
に
柳
か
の
疑
念
を
挟
ま
ざ
る
を
得
な
い
が
、

〈略
〉
近
世
前
期
成
立
の
伊
賀
国
地
誌
に
は
、
「永
閑
記
」
と
し
て
こ
の
書

が
随
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
近
世
前
期
迄
に
、
か
か

る
兼
好
伝
記
事
が
成
立
し
て
い
た
事
は
確
か
で
あ
る
。

川
平
氏
の
指
摘
も
さ
る
こ
と
な
が
ら

『伊
賀
国
名
所
記
』
本
文
に

「至
宝
抄



云
」
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
る
書
名
は
、
む
し
ろ

『連
歌
至
宝
抄
』
翁
連
歌
至
宝

抄
・故
宮
博
物
院
本
し
を
連
想
さ
せ
る
が
、
該
当
す
る
記
事
は
見
出
さ
れ
な
い
。

ま
た
、
伝
宗
祗
作

『名
所
方
角
抄
」
「伊
賀
国
分
」
（野
中
春
水
氏

「〈翻
〉
対
校

「名
所
方
角
抄
」
上
」
「武
庫
川
国
文
』
２９
）
に
お
い
て
も
当
該
記
事
は
な
く
、

偽
書
で
あ
る
可
能
性
を
強
く
す
る
。
し
か
し
、
『伊
賀
国
名
所
記
』
の
成
立
事
情

に
つ
い
て
は
不
分
明
で
あ
り
、
『野
槌
』
と
の
前
後
関
係
も
微
妙
で
あ
る
。
た
だ

し
、
『野
槌
』
は

『伊
賀
国
名
所
記
』
の

「国
見
山
」
の
兼
好
の
旧
跡
や
、
「国

分
寺
　
安
国
寺
」
の
項
目
に
あ
る

「頓
阿
法
師
の
手
跡
」
に
つ
い
て
触
れ
る
箇

所
を
採
録
し
て
お
ら
ず
、
『伊
賀
国
名
所
記
』
か
ら
弘
融
の
記
事
を
引
用
し
な
が

ら
も
兼
好
や
頓
阿
に
関
す
る
記
事
を
見
落
と
し
た
、
あ
る
い
は
取
り
上
げ
な
か

っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
的
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
何
よ
り

『伊
賀

国
名
所
記
』
の
「と
し
老
て
い
か
の
国
仏
生
寺
の
遍
照
院
に
す
ま
れ
し
由
、
き
ゝ

侍
る
と
云
云
」
の
箇
所
は
、
他
の
地
誌
類
と
異
同
が
あ
り
、
こ
の

『伊
賀
国
名

所
記
』
の
本
文
に
は

『康
秘
目
録
』
奥
書
に
見
ら
れ
る
、
弘
融
の
年
齢
や
、
伊

賀
居
住
の
時
期
を
示
す
具
体
的
な
記
述
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「野
槌
』
の
記

事
が
、
「伊
賀
国
名
所
記
』
に
よ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

「伊
賀
国
名
所
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
幾
つ
か
の
伊
賀
の
地
誌
が
典
拠
を
Ｊ
ホ

祗
法
師
云
」
と
記
す
こ
と
に
は
、
何
ら
か
の
背
景
が
あ
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ

る
が
、
そ
の
事
情
は
つ
ま
び
ら
か
に
し
が
た
い
。
し
か
し
、
宝
暦
十
三
年
成
立

の

『三
国
地
誌
』
が
、
当
該
記
事
を

「
つ
れ
ノ
ヽ
草
野
槌
曰
」
と
示
し
て
い
る

こ
と
と
、
以
上
で
考
察
し
た

『康
秘
目
録
』
の
内
容
を
具
体
的
に
踏
ま
え
た
記

事
が

『野
槌
』
が
最
初
で
あ
る
こ
と
を
併
せ
、
伊
賀
の
地
誌
類
に
記
さ
れ
た
弘

融
の
記
事
の
源
泉
は
、
『野
槌
』
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
方
向
性

を
持
つ
と
見
な
す
こ
と
は
、
神
谷
勝
広
氏
が
明
ら
か
に
し
た

『野
槌
』
か
ら
名

所
記
へ
の
影
響
酷
鮮
と
同
様
の
流
れ
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

三
、
「野
槌
』
増
補
記
事
の
検
討

で
は
、
こ
の
記
事
は
、
羅
山
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「野
槌
』
の
記
事
の
増
補
は
、
吉
澤
貞
人
氏

「埜
槌
解
題
」
（
徒
然
草
古
注

釈
集
成
し

に
よ
る
と
、
八
十
二
段
の
弘
融
の
記
事
の
他
に
、
五
十
二
、
八
十
九
、

（８
）

百
九
十
五
、
二
百
四
十
の
四
章
段
に
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、
五
十
二
段
の
増
補
記
事
は
、
「縁
起
云
」
以
下
の
傍
線
部
が
、
「石
清

水
八
幡
宮
並
極
楽
寺
縁
起
之
事
」
「
石
清
水
八
幡
宮
史
料
叢
書
』
二
）
に
一
致

す
る

（『野
槌
』
の
引
用
は
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
本
に
よ
る
。
な
お
、
振
り

仮
名
は
、
割
愛
し
た
。
以
下
同
じ
）。

○
極
楽
寺
　
八
幡
宮
護
国
寺
別
当
安
宗
開
山
也
。縁
起
云
、大
安
寺
伝
灯
大

法
師
位
安
宗
謹
言
、
伽
藍
壱
院
号
曰
二
極
楽
寺
ズ
在
二
山
城
国
久
世
ノ
郡
科

手
上
里
し
、
右
件
寺
奉
二
為
石
清
水
八
幡
大
菩
薩
三
所
君
達
梵
天
帝
釈
天

神
地
祗
ヽ
兼
師
僧
父
母
六
親
替
属
三
有
法
界
有
識
無
識
皆
悉
為
レ
令
レ
往
二

生
極
楽
浄
土
一以
二
去
元
慶
漆
年
一始
所
二
建
立
一也
云
云
。
安
宗
者
行
教
和

尚
弟
子
也
。

八
十
九
段
で
は
、
初
刻
本
に
記
さ
れ
た

「○
猫
ま
た
　
和
名
二猫
　
音
苗
。
祢

古
麻
　
善
捕
レ
鼠
ヲ
也
」
に
、
以
下
の
記
事
を
増
補
す
る
。

金
花
猫
は
黄
な
る
猫
な
り
。
ば
け
て
婦
女
を
お
か
し
て
煩
を
な
す
。
そ
の

雄
猫
に
お
か
さ
れ
た
る
は
雄
を
こ
ろ
し
て
こ
れ
を
治
し
、
雌
猫
に
お
か
さ

れ
た
る
は
、
雌
を
と
ら
へ
て
こ
れ
を
治
す
と
い
ふ
こ
と
、
続
耳
談
、
月
令

広
義
な
と
い
ふ
書
に
見
え
た
り
。

出
典
の

「続
耳
談
」
は

『続
耳
謂
』
で
あ
り
、
次
の
文
章
の
要
約
で
あ
る
と

（９
）

見
ら
れ
る
。

金
華
猫
、
人
家
畜
之
三
年
後
、
毎
子
中
宵
躊
躍
屋
上
、
仰
口
対
月
吸
其
精
、



又
而
作
入
深
山
幽
谷
、
或
佛
殿
文
廟
中
、
為
穴
朝
伏
匿
暮
、
出
魅
人
逢
婦
、

則
変
美
男
、
逢
男
則
変
美
女
。
毎
至
人
家
先
溺
子
水
中
人
飲
之
則
莫
見
、

形
凡
遇
怪
者
、
来
時
如
夢
、
日
漸
成
疾
家
人
夜
以
青
覆
被
上
、
遅
明
視
之
、

若
有
毛
必
潜
、
約
猟
徒
牽
数
犬
至
家
檎
猫
剥
皮
取
聞
以
食
病
者
方
念
、
若

男
病
而
獲
雄
女
病
而
獲
雌
則
不
可
治
実
、
人
多
為
是
遅
疑
至
死
者
府
学
張

教
官
有
、
女
年
十
八
殊
色
也
、
為
怪
所
侵
髪
尽
落
後
、
檎
雌
猫
始
、
銑
姑

蘇
王
訓
導
玉
次
子
随
任
、
亦
罹
此
禍
病
数
年
還
郷
恵
生
、
今
其
地
不
敢
畜

黄
猫
以
成
精
者
多
是
類
也
。
　

　

　

（万
歴
三
十

（
一
六
〇
二
）
年
序
文

。
内
閣
文
庫
本

。
「林
家
蔵
書
」
朱
印

。
「昌
平
坂
学
問
所
」
墨
印
な
ど
）

ま
た
、
『月
令
広
義
』
は
、
「巻
之
十
　
五
月
令
　
雑
紀
」
の

「猫
鬼
」
を
指

す
と
思
わ
れ
る
。

金
谷
園
託
隋
文
帝
開
皇
十
八
年
五
月
、
禁
畜
猫
鬼
轟
毒
厭
味
野
道
者
、
独

孤
后
之
弟
延
州
刺
史
陀
有
婢
事
猫
鬼
能
使
之
殺
人
会
、
后
与
楊
素
妻
倶
有
、

疾
医
皆
日
猫
鬼
疾
也
。
上
意
陀
取
、
為
令
高
頻
等
雑
治
之
具
得
、
其
実
詔

夫
婦
皆
賜
欺
。
　

（万
歴
三
十

一

（
一
六
〇
三
）
年
序
文

。
内
閣
文
庫
本
）

『続
耳
諄
』
は
、
万
暦
三
十

（
一
六
〇
二
）
年
の
序
文
が
あ
る
中
国
の
小
説

で
あ
り
、
ま
た
、
『月
令
広
義
』
は
、
全
二
十
四
巻
か
ら
な
る
大
部
な
書
籍
で
あ

る
。
そ
の
中
か
ら
当
該
記
事
を
見
出
し
た
の
は
、
羅
山
自
身
の
読
書
の
成
果
で

あ
り
、
そ
の
要
約
も
羅
山
の
所
産
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
先
製

次
い
で
、
二
百
四
十
段
で
は
、
『金
葉
和
歌
集
』
第

一
春
二
一十
四
番
歌
を
引

用
す
る
。

○
み
か
き
が
原
　
御
垣
原
　
大
和
の
名
所
む
か
し
の
皇
居
謂
也
。
九
重
の

御
垣
か
は
ら
の
ひ
め
こ
ま
つ
千
代
を
は
ほ
か
の
物
と
や
は
見
る
　
金
葉
集

こ
れ
ら
三
章
段
の
増
補
記
事
は
、
い
ず
れ
も
典
拠
を
明
示
す
る
が
、　
一
方
、

百
九
十
五
段
の

「木
造
の
地
蔵
　
木
に
て
つ
く
れ
る
地
蔵
な
る
へ
し
」
に
は
示

し
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
は
、
明
記
す
べ
き
典
拠
を
持
た
な
い
こ
と
を
示
唆
す

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
八
十
二
段
の
弘
融
の
記
事
は
、
『康
秘
』
と

一
致
す

る
文
章
を
載
せ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
出
典
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

『康
秘
』
は
、
百
三
十
五
種
の
尊
法
を
記
す

『康
秘
』
二
十
五
巻
と
、
各
尊

法
に
詳
細
な
注
を
施
す

『康
秘
注
』
二
十
五
巻
、
目
次
と
奥
書
の
『康
秘
目
録
』

一
巻
の
、
全
五
十

一
巻
か
ら
な
る
書
籍
で
あ
る
。
弘
融
の
没
後
応
安
三

（
一
三

七
〇
）
年
に
、
伊
賀
の
佛
性
寺
に
於
い
て
、
仁
和
寺
の
僧
、
弘
雅
が
書
写
し
、

京
へ
伝
え
た
。
以
後
近
世
期
に
至
る
ま
で
、
仁
和
寺
を
は
じ
め
と
す
る
真
言
宗

の
寺
院
に
於
い
て
繰
り
返
し
書
写
さ
れ
て
い
る
。

『野
槌
』
の
記
事
は
、
「康
秘
目
録
』
奥
書
の
一
部
と

一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、

『野
槌
』
に
出
典
名
が
な
い
こ
と
は
、
直
接
の
典
拠
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
記
事
内
容
の
典
拠
は

『康
秘
目
録
』
で
あ
る
が
、
羅
山
は
、

弘
融
に
関
す
る

『古
今
集
』
受
講
の
内
容
を
含
む
で
あ
ろ
う
情
報
を
、
何
ら
か

の
経
路
で
入
手
し
、
そ
れ
に
基
づ
き

『徒
然
草
』
の
注
釈
本
文
に
成
し
た
も
の

と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
情
報
は
、
弘
融
が
仁
和
寺
僧
で
あ
っ
た
こ
と
を
記

し
て
い
な
い
こ
と
、
視
点
の
一
つ
が
佛
性
寺
に
あ
る
こ
と
、
後
述
す
る
よ
う
に

弘
融
の
和
歌
が
伝
承
さ
れ
る
地
が
実
際
に
弘
融
が
住
し
た
伊
賀
で
あ
る
こ
と
な

ど
の
理
由
か
ら
、
伊
賀
を
発
信
源
と
す
る
情
報
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

弘
融
は
、
仁
和
寺
に
於
い
て
学
僧
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
た
し
か

に
、
そ
の
事
跡
に
つ
い
て
は
、
『仁
和
寺
諸
院
家
記
』
な
ど
に
記
事
が
な
く
、
不

明
な
点
が
多
い
。
し
か
し
、
古
筆
切
の
鑑
定
の
世
界
に
お
い
て
は
、
早
く
か
ら

弘
融
が
仁
和
寺
華
厳
院
の
僧
侶
で
あ
っ
た
こ
と
は
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
伝
弘
融

筆
の
古
筆
切
は
今
に
多
く
伝
わ
り
、
『慶
安
手
鑑
』
巻
末
の
「右
者
寛
永
の
比
の

代
付
也
」
と
す
る

「古
来
流
行
手
鑑
目
録
井
代
付
」
に
、
「仁
和
寺
殿
　
守
覚

金
参
両
」
に
つ
づ
き

「同
　
弘
融
　
金
弐
歩
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、



寛
永
頃

（
一
六
二
四
～

一
六
四
四
）
既
に
仁
和
寺
僧
と
し
て
知
ら
れ
、
古
筆
切

が
売
買
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。極
札
に
は
、
「仁
和
寺
殿
弘
融
」

「華
厳
院
弘
融
僧
都
」
な
ど
の
よ
う
に
あ
り
、
弘
融
の
師
が
、
仁
和
寺
華
厳
院

を
相
承
し
た
弘
舜
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
推
し
て
、
正
し
い
情
報
で
あ
っ
た
と
見

な
さ
れ
る
。
こ
の
古
筆
家
の
情
報
源
は
未
詳
な
が
ら
、
「徒
然
草
』
の
注
釈
書
の

世
界
と
は
ま
た
別
の
情
報
源
が
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
『野
槌
』

は
、
こ
の
よ
う
な
仁
和
寺
僧
と
し
て
の
視
点
を
欠
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
羅
山
が
入
手
し
た
情
報
を
典
拠
の
一
つ
で
あ
る
『康
秘
』

が
伝
え
ら
れ
た
寺
院
な
ど
を
発
信
源
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
し
、
次
に

そ
の
入
手
ル
ー
ト
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

四
、
「野
槌
』
の
諸
本

如
上
、
弘
融
の
記
事
は
、
『野
槌
」
初
刻
本
に
は
な
く
、
再
刻
本
に
増
補
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『野
槌
』
の
刊
行
の
時
期
は
、
初
刻
。再
刻
本
と
も

に
不
明
で
あ
る
た
め
、
増
補
の
時
期
を
限
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

『野
槌
』
の
諸
本
に
つ
い
て
川
瀬

一
馬
氏
は
、
「徒
然
草
の
注
釈
と
し
て
は
、

寿
命
院
抄
と
共
に
根
元
的
な
も
の
で
、
林
道
春
の
年
譜
に
は
元
和
七
年
の
撰
述

と
見
え
て
ゐ
る
。
神
宮
文
庫
蔵
の
古
写
本

（三
冊
）
は
、
柴
野
栗
山
の
手
城
に

い
ふ
如
く
、
そ
の
頭
注
は
道
春
自
筆
に
か
か
り
、
つ
れ
づ
れ
草
の
写
本
へ
道
春

が
自
か
ら
注
を
書
き
込
ん
だ

一
本
で
あ
つ
て
、
い
は
ば
野
槌
の
最
初
の
稿
本
と

も
い
ふ
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
」
（
徒
然
草
研
究
書
目
」
新
註
國
文
學
叢
書

（・２
）

『徒
然
草
し

と
す
る
が
、
い
ま
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
自
筆
と
さ
れ
る
神
宮

文
庫
本
の
八
十
二
段
の
書
き
入
れ
で
あ
る
。
本
書
は
、
『林
崎
文
庫
盟
竃
神
社

村
井
古
巌
奉
納
書
目
録
　
中
』
（神
道
書
目
叢
刊
六
）
に
、
「徒
然
州
野
槌
〈道
春

真
跡
　
書
入
〉
三
冊
」
と
あ
り
、
奥
書
に
、
「羅
山
先
生
野
槌
藁
本
三
冊
標
注
両

三
処
有
。
似
先
生
手
筆
者
古
色
可
愛
也
。
壬
寅
五
月
　
後
学
柴
邦
彦
題
」
と
記

さ
れ
る
写
本
で
あ
る
。
本
文
は
、
『野
槌
』
初
刻
本
と
同
内
容
、
余
白
に
は
、
他

の

『徒
然
草
』
の
注
釈
書
か
ら
の
引
用
や
、
私
見
を
書
き
加
え
る
。
さ
て
、
間

題
の
八
十
二
段
に
は
、
別
筆
で
行
間
に
、
「弘
融
僧
都
　
権
少
僧
都
也
　
建
武
ノ

比
伊
賀
ノ
佛
姓
寺
二
居
任
ス
　
」
の
書
き
入
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
『徒

本

ノ
マ
ヽ

然
草
諺
解
』
の
「弘
融
　
権
少
僧
都
也
　
建
武
ノ
比
伊
賀
ノ
佛
姓
寺
二
居
任
ス
」
（寛

文
九

（
一
六
六
九
）
年
刊
行
。大
阪
大
学
付
属
図
書
館
蔵
本
）
に
一
致
し
、
『徒

然
草
諺
解
』
が
、
羅
山
の
没
年
、
明
暦
三

（
一
六
五
七
）
年

一
月
二
十
三
日
以

後
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
人
の
手
に
よ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

管
見
で
は
、
『野
槌
』
の
伝
本
の
内
、
弘
融
に
関
す
る
記
事
は
、
再
刻
本
以
外

に
見
出
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
初
刻
本
の
成
立
を
、
元
和
七

（
一
六
二
一
）

年
秋
の
跛
文
以
降
間
も
な
く
と
見
て
、
説
の
増
補
は
、
そ
れ
以
後
、
羅
山
没
年

以
前
と
見
な
す
。
再
刻
本
の
刊
行
は
、
川
瀬
氏
の
「刊

箭
一
慶
安
頃
で
あ
ら
う
」

（前
掲
書
）
と
す
る
見
解
を
、
い
ま
仮
に
目
安
と
す
る
。

五
、
羅
山
と
金
地
院
崇
伝

検
討
し
た

『野
槌
』
記
事
の
増
補
時
期
を
踏
ま
え
、
情
報
の
入
手
ル
ー
ト
に

つ
い
て
、
羅
山
と
寺
院
史
料
の
遣
り
取
り
が
あ
っ
た
金
地
院
崇
伝
の
日
記
を
手

が
か
り
に
考
察
す
る
。
江
戸
時
代
前
期
に
幕
府
の

「寺
社
行
政
の
事
務
に
あ
た

っ
た
」
（
国
史
大
辞
典
し

崇
伝
の
日
記
、
『本
光
国
師
日
記
』
第
四
十
七

（『新

訂
本
光
国
師
日
記
』
第
七
　
続
群
書
類
従
完
成
会
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事

が
あ
る
。

一
同

（寛
永
九

（
一
六
三
二
）
年
）
九
月
二
日
。
道
春
よ
り
、
捻
来
ル
。
案

在
左
。

一
筆
令
啓
達
候
。
優
。
五
山
。
十
刹
。
本
寺
。
末
寺
御
書
立
候
而
可
被
下



候
。
其
寺
々
之
領
知
之
高
を
も
。
同
御
書
添
候
而
可
被
下
候
。
御
尋
之
儀

二
御
座
候
間
。
御
存
被
成
候
分
被
仰
付
。
御
目
録
頓
而
待
入
存
候
。
猶
奉

期
参
拝
之
節
候
。
恐
惇
謹
言
。
　

九
月
三
日
　
道
春
在
判

一
同
五
日
。
五
山
。
十
刹
。
本
寺
。
末
寺
。
並
寺
領
目
録
書
写
。
道
春
へ
遣

ス
。
案
在
左
。
〈略
〉

一
同
九
月
五
日
。
右
之
書
付
。
国
道
春
へ
持
参
候
。
是
ハ
松
平
伊
豆
守
殿
承

リ
ニ
テ
。
諸
寺
。
諸
公
家
門
跡
之
知
行
等
。
又
五
山
。
十
刹
。
本
寺
。
末

寺
。
被
成
御
存
候
間
。
穿
撃
被
仕
候
様
二
と
被
仰
出
故
。
道
春
。
永
喜
ニ

下
候
而
。
肝
煎
候
へ
と
之
儀
二
付
而
。
申
入
由
物
語
也
。

一
同
十

一
月
六
日
。
五
山
。
十
刹
。
諸
山
之
書
立

一
巻
。
知
行
之
高

一
紙
。

吉
筆
二
写
さ
せ
。
道
春
へ
持
せ
遣
ス
。
道
春
所
望
故
也
。

こ
の
時
の
事
情
に
つ
い
て
圭
室
文
雄
氏
は
、
「金
地
院
崇
伝
が
五
山
。十
刹
。

諸
山
の
寺
々
を
林
道
春
に
書
出
し
て
い
る
様
子
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
現

在
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

『諸
宗
末
寺
帳
』
の
な
か
の

『諸
宗
寺

牒
目
録
』
に
内
容
が

一
致
す
る
」
と
解
説
す
る

「
寺
院
本
末
帳
の
性
格
と
問
題

点
」
「江
戸
幕
府
寺
院
本
末
帳
集
成
』
解
題
）。

現
存
す
る
寺
院
本
末
帳
の
う
ち
、
「野
槌
』
よ
り
後
の
時
代
で
は
あ
る
が
、
天

明
か
ら
寛
政
期
頃
成
立
の
彰
考
館
本

「伊
賀
国
新
義
真
言
宗
本
末
帳
」
翁
江
戸

幕
府
寺
院
本
末
帳
集
成
』
中
）
に
、
二

、
佛
性
寺
　
本
寺
同
所

（御
室
仁
和

寺
ど

の
記
事
を
見
出
し
、
佛
性
寺
が
、
こ
の
時
代
、
仁
和
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
佛
性
寺
が
掲
載
さ
れ
る
「伊
賀
国
新
義
真
言
宗
本
末
帳
」

は
、
圭
室
氏
に
よ
る
と
、
「新
義
真
言
宗
の
本
末
帳
は
七
冊
」
あ
り
、
「全
国
の

古
義
真
言
宗
末
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
」
「由
緒

。
開
山
。
開
基
・

境
内
諸
堂
宇
と
面
積

・
寺
院
什
物

・
古
文
書

・
寺
領
な
ど
詳
細
に
書
か
れ
て
い

る
」
「末
寺
側
が
提
出
し
た
明
細
書
上
げ
」
と
、
「同
じ
よ
う
に
末
寺
か
ら
明
細

書
上
げ
を

一
度
本
山
に
あ
つ
め
、
そ
れ
を
国
ご
と
に
編
さ
ん
し
て
提
出
し
た
も

の
で
あ
る
」
と
言
う
。
ま
た
、
寺
院
本
末
帳
は

「
こ
の
ほ
か
に
も
っ
と
幕
府
に

提
出
さ
れ
た
が
、
あ
る
時
期
に
幕
府
所
蔵
の
も
の
が
散
供
し
た
と
考
え
ら
れ
」、

「各
宗
本
山
は
本
末
帳
を
作
成
し
な
く
て
も
す
で
に
末
寺
を
把
握
で
き
る
台
帳

を
別
に
も
っ
て
お
り
、
本
山
の
段
階
で
留
め
て
い
た
」
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

現
在
確
認
し
得
る
金
地
院
崇
伝
が
関
与
し
た
寺
院
本
末
帳
は
、
「諸
宗
寺
牒
目

録
』
（内
閣
文
庫
本
・
『江
戸
幕
府
寺
院
本
末
帳
集
成
し

の
外
題
に
、
「五
山
之

目
録
壱
巻
　
金
地
院
調
達
　
士Ｆ

と
あ
る
分
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、

羅
山
と
崇
伝
の
遣
り
取
り
か
ら
、
羅
山
の
職
掌
が
、
寺
院
に
関
す
る
情
報
を
得

る
こ
と
の
出
来
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
窺
え
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
推
測
の
域
は
越
え
な
い
け
れ
ど
も
、
崇
伝
か
ら
の
個
人
的
な
情
報
入

手
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
金
地
院
崇
伝
が
伊
賀
と
関

わ
り
を
持
つ
こ
と
か
ら
の
推
測
で
あ
る
。
「宗
国
史
』
「録
第
二
　
賜
書
録
四
」

（藤
堂
高
文
編
、
寛
延
四

（
一
七
五

一
）
年
編
、
藤
堂
高
芥
校
訂
。
上
野
市
古

文
献
刊
行
会
編
）
は
、
崇
伝
の
書
簡
を
掲
載
し
、
そ
れ
に

「謹
按
、
崇
伝
長
老
ハ、

即
金
地
院
本
光
国
師
、
為
二
吾
　
小
君
久
芳
夫
人
ノ
叔
父
ヽ
右
四
通
、
並
二慶
長

十
九
年
冬
所
レ
贈
、

」
と
注
記
す
る
。
「宗
国
史
』
「録
第

一　
系
統
録
系
図
■
局

虎
」
に
、
「夫
人

一
色
氏
、
修
理
大
夫
義
直
女
、
慶
長
二
十
年
、
八
月
二
十
日
、

卒
子
洞
津
城
中
、
葬
子
四
天
王
寸
、
法
号
久
芳
院
桂
月
貞
昌
大
姉
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
崇
伝
は
藤
堂
高
虎
の
夫
人

「法
号
久
芳
院
」
の
叔
父
で
あ
っ
た
と
見

ら
れ
る
。
ま
た
、
上
野
市
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る

「自
井
家
文
書
」
の
複
写

本

（若
狭
時
代
３４
）
に
よ
る
と
、
崇
伝
が
藤
堂
藩
に
仕
え
た
自
井
氏
の
若
狭
時

代
の
書
提
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

若
狭
国
加
茂
郷
長
泉
寺
ハ後
小
松
院
之
御
宇
応
永
十
四
丁
亥
暦

一
色
修

理
ノ
大
夫
満
範
公
於
”
高
森
之
内
一．創
コ
建
精
舎
ラ
、
〈略
〉
長
秀
公
改
”
此



寺
ノ
一ホ
於
曹
洞
三

以
テ
為
コ
植
福
ノ
道
場
・卜、
請
一考
日
昇
本
光
禅
師
ラ
而
為
二

開
祖
ヽ
同
十

一
年
長
秀
公
加
コ
増
越
前
加
賀
之
内
二
郡
フ
由
レ
之
移
コ
住
ス

子
越
前
ス
本
光
禅
師
亦
従
”
太
守
一．移
メ
居
越
前
ズ
フ
之
総
光
寺
其
ノ
後
樅
。

〈略
〉

以
上
は
状
況
証
拠
に
過
ぎ
な
い
が
、
羅
山
と
崇
伝
の
交
渉
を
手
か
が
り
に
、

崇
伝
か
ら
の
、
あ
る
い
は
崇
伝
に
限
定
せ
ず
に
、
崇
伝
の
よ
う
な
五
山
僧
か
ら

の
情
報
収
集
の
可
能
性
を
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
弘
融
に
つ
い
て
の
伝
承
基
盤
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
佛
性

寺
の
遍
照
院
は
、
『和
歌
名
所
追
考
』
第
五
十
四

「伊
賀
国
」
に
よ
る
と
、
「佛

性
寺
塔
所
南
の
方
」
に
あ
り
、
ま
た
、
コ
一国
地
誌
」
「佛
性
寺
雨
市
山
遍
昭
院
」

で
は
、
「按
二
遍
照
院
ハ
昔
別
二
一
区
ノ
僧
房
ニ
シ
テ
佛
性
寺
ノ
子
院
ナ
リ
。
今

混
シ
テ
佛
性
寺
ノ
院
号
ト
ナ
ル
。
射
手
宮
ノ
別
当
ナ
リ
」
と
あ
る
。
そ
も
そ
も

佛
性
寺
に
は
、
「治
承
年
中
二
開
基
」
３
伊
賀
國
誌
し

と
す
る
寺
伝
が
あ
り
、

そ
の
遺
物
か
ら
は

「
一
二
～

一
五
世
紀
頃
に
は
有
力
寺
院
で
あ
っ
た
」
η
三
重

県
の
地
名
し

と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
幕
末
に
廃
さ
れ
て
宮
寺
で
あ
っ
た
射
手
神

社
が
残
り
、
現
在
射
手
神
社
に
は
佛
性
寺
の
史
料
な
ど
は
保
管
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
射
手
神
社
に
現
存
す
る
慶
長
十
年
か
ら
慶
応
元

年
ま
で
の
十

一
枚
の
改
修
時
の
棟
札
に
は
、
例
え
ば
、
元
禄
十
年

「時
之
願
主

佛
性
寺
住
持
大
阿
闇
梨
浄
意
」
３
中
村
竹
次
郎
氏
遺
稿

（弐
）
長
田
郷
土
史
し

と
あ
り
、
願
主
を
、
佛
性
寺
の
住
持
が
務
め
て
い
た
こ
と
を
見
出
す
。
両
者
の

関
係
は
、
弘
融
が
伊
賀
に
住
し
た
貞
和
三

（
一
三
四
七
）
年
の

「井
出
山
社
再

興
勧
進
之
願
書
」
３
伊
賀
政
治
録
」
川
井
景

一
『伊
州
故
事
考
』
内

。
明
治
２．

年
）
に
、

当
社
破
損
依
レ
無
二
氏
子
一次
第
朽
棄
畢
愁
緒
先
訴
委
レ
之
雖
レ
然
裁
断
及
二

遅
滞
一寺
僧
等
依
愁
レ
之
再
令
≧
面
上
一也
被
レ
加
二
勧
進
之
下
知
一者
冥
福

可
レ
止
レ
此
乎
社
司
僧
寛
休
敬
言
レ
之
畢

貞
和
三
丁
亥
二
月
五
日
　
井
出
神
社
宮
寺
住
持
覚
了
寛
休

謹
上
　
守
殿
　
権
守
殿
　
館
下

〔略
〕

と
あ
る
よ
う
に
、
寺
僧
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
窺
う
こ
と
が
で

き
、
中
世
以
来
の
密
接
な
関
係
を
江
戸
期
に
至
る
ま
で
保
ち
つ
づ
け
て
い
た
こ

と
が
示
唆
さ
れ
る
。
な
お
、
「伊
水
温
故
』
な
ど
で
は
、
隣
接
す
る

「医
王
山
西

蓮
寺
」
の
項
に
、
「本
尊
阿
弥
陀
ノ
座
像
、
行
基
ノ
作
、
此
尊
容
ハ
往
昔
佛
性
寺

ノ
本
尊
也
。
佛
性
寺
天
正
争
乱
二
衰
微
シ
テ
草
堂
二
座
シ
ケ
ル
ヲ
当
寺
ノ
住
侶

真
雅
上
人
承
応
二
年
二
移
二
本
堂
こ

と
あ
り
、
天
正
期
に
一
時
衰
微
し
た
様
子

で
あ
る
が
、
そ
の
後
復
興
し
た
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。

佛
性
寺
は
、
弘
融
が
住
し
た
南
北
朝
期
以
降
、
近
世
ま
で
存
続
し
た
と
見
な

し
て
良
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
伝
承
基
盤
を
持
つ
弘
融
の
情
報
は
、
信
頼

の
お
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『野
槌
』
の
弘
融
の
記
事
は
、
羅
山
が
入
手
し
た
情
報
を
も
と
に
纏
め
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
情
報
は
、
羅
山
の
職
掌
か
ら
し
て
、
金
地
院
崇
伝
、
あ
る
い

は
、
崇
伝
の
よ
う
な
五
山
僧
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。

記
事
の
後
半
部
分
に
典
拠
が
あ
っ
た
こ
と
は
最
初
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
記

事
の
前
半
部
、
弘
融
の

『古
今
集
』
の
受
講
に
つ
い
て
の
記
述
に
も
、
し
か
る

べ
き
根
拠
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
類
推
す
る
の
で
あ
る
。

六
、
弘

融

の

和

歌

『野
槌
』
記
事
に
は
、
弘
融
の

『古
今
集
』
受
講
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

し
か
し
、
弘
融
の
和
歌
は
勅
撰
集
に
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
家
集
な
ど
も

伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
以
下
に
あ
げ
る
和
歌
を
確
認
す
る
の
み
で
あ
る
。

伝
頓
阿
作

『十
楽
庵
記
』
翁
群
書
類
従
』
第
二
十
七
輯
）
に
は
、
以
下
の
一



首
が
掲
載
さ
れ
る
。

国
分
寺
の
阿
弥
陀
佛
に
百
日
経
書
て
ま
い
ら
せ
し
比
佛
性
院
の
弘
融

比
丘
よ
め
る

い
さ
き
よ
く
心
も
ほ
と
け
の
国
分
て
寺
井
に
す
め
る
秋
の
よ
の
月

『十
楽
庵
記
』
は
、
伊
賀
の
国
に
庵
を
結
ん
だ
頓
阿
が
貞
治
三

（
〓
量
ハ
四
）

年
に
作
成
し
た
と
伝
え
る
書
で
あ
り
、
偽
書
の
疑
い
も
持
た
れ
て
い
る
。

次
い
で
、
『伊
水
温
故
」
「阿
拝
郡
」
に
は
、
「朝
子
ノ
井
」
に
ま
つ
わ
る
説
話

を
記
し
た
あ
と
に
、
「蔵
玉
集
し
か
ら
弘
融
の
詠
歌
を
載
せ
る
。
た
だ
し
、
管
見

（‐４
）

で
は
弘
融
の
和
歌
を
採
録
す
る

「蔵
玉
集
」
は
確
認
で
き
な
い
。

朝
子
ノ
井
　
浅
子
丼
或
麻
子
丼
　
同
村

（三
田
村
）
安
福
寺
ノ
里

昔
大
和
国
城
上
郡
二
朝
子
卜
云
女
有
テ
、
興
福
寺
ノ
児
ヲ
猿
沢
池
ノ
辺

ニ
テ
見
初
シ
ニ
文
ナ
ド
人
シ
テ
遣
ケ
レ
ド
モ
、
何
ノ
本
意
モ
ア
ラ
ズ
文
ノ

返
ダ
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
女
真
二
我
ヲ
嫌
給
フ
ゾ
ト
テ
恥
ケ
敷
思
ヒ
且
ハ
恨
テ

人
知
ズ
ア
ナ
タ
此
辺
ヲ
迷
歩
テ
此
所
二
至
り
、
或
深
キ
井
ノ
有
シ
ニ
身
ヲ

拠
テ
果
タ
リ
。
サ
ル
ニ
ヨ
ツ
テ
浅
子
ノ
井
卜
云
。
永
閑
記
。

朝
子
丼
卜
云
謡
二

〈略
〉
麻
子
寺
ハ
麻
子
ノ
井
村
二
有
、
興
福
寺
ノ

末
寺
。

准
后
ノ
伊
賀
記
ニ
ヨ
ル
時
ハ
永
閑
記
可
也
。

蔵
玉
集
　
妹
は
た
ゝ
浅
子
の
井
と
の
あ
さ
ま
し
き
契
と
身
を
は
な
し
う

つ
め
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佛
性
寺
弘
融

こ
と
し
よ
り
是
も
こ
ゝ
に
て
黒
染
の
朝
子
の
井
土
を
寺
井
と

も
し
て

弘
融
の
詠
歌
は
他
に
見
出
さ
な
い
け
れ
ど
も
、
伊
賀
の
地
に
弘
融
の
和
歌
が

伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
和
歌
の
存
在
は
、

伊
賀
に
お
い
て
歌
人
と
し
て
の
弘
融
像
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
そ

し
て
、
そ
れ
は

『野
槌
』
の

『古
今
集
』
受
講
の
記
述
が
示
唆
す
る
弘
融
像
と

通
底
す
る
も
の
で
あ
る
と
言

っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

七
、
「徒
然
草
』
の
弘
融

弘
融
は
、
仁
和
寺
で
活
躍
し
た
学
僧
で
あ

っ
た
。
一
方
、
『徒
然
草
』
に
描
か

れ
た
弘
融
は
、
優
雅
な
姿
を
髪
髯
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
『徒
然
草
』
が
描
く

そ
の
よ
う
な
弘
融
像
は
、
弘
融
に
歌
人
的
側
面
を
想
定
す
る
こ
と
で
初
め
て
理

解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
弘
融
の
和
歌
に
関
す
る
情
報

は
非
常
に
少
く
、
今
後
も
探
究
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
思
う
。

以
上
、
弘
融
の
実
像
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
中
世
の
弘
融
の
著
作
の

奥
書
記
事
と
、
近
世
の
伝
承
の
断
片
を
検
証
し
た
が
、
こ
の
間
の
時
代
を
埋
め

る
見
通
し
を
、
い
ま
は
持
た
な
い
。
た
だ
し
か
し
、
両
者
を
繋
ぐ
資
料
は
、
や

は
り

『野
槌
』
の
記
事
に
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
ま
で

『野
槌
』
の
記
事
は
、
伊

賀
の
地
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
伊
賀
で
活
躍
し
た
と
す
る
兼
好

の
伝
説
と
結
び
つ
け
、
信
憑
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
伝
承
さ
れ
た
事

実
と
創
作
さ
れ
た
伝
説
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
今
後
、
弘
融

の
伝
承
と
兼
好
の
伝
説
と
を
結
び
つ
け
て
論
じ
る
場
合
、
弘
融
の
伊
賀
居
住
の

事
実
を
視
座
と
す
る
、
新
た
な
視
点
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

圧ヽ（１
）

「康
秘
』
は
、
真
言
宗
広
沢
流
諸
尊
法
の
書
で
あ
る
。
「康
秘
目
録
」
か
ら
の
引
用

文
の
う
ち
、
前
半
は
康
永
三

（
一
三
四
四
）
年
の
奥
書
で
あ
り
、
後
半
箇
所
は
、
貞

和
三

（
一
三
四
七
）
年
の
奉
納
奥
書
で
あ
る
。

（２
）

『野
槌
」
の
「建
武
ノ
比
与
二
兼
好
房
・卜有
二
因
縁
・故
二
弘
融
古
今
集
ヲ
仁
和
寺
ノ
居

所
二
預
二
置
之
フ
」
の
「仁
和
寺
ノ
居
所
」
は
、
兼
好
の
居
所
か
、
弘
融
の
そ
れ
で
あ

る
か
判
然
と
し
な
い
。
兼
好
の
仁
和
寺
の
住
居
に
つ
い
て
は
、
「実
隆
公
記
」
文
亀
三

（
一
五
〇
三
）
年
七
月
十
九
日
条
に
浄
光
院
の
兼
好
旧
跡
の
存
在
に
つ
い
て
触
れ
る
。



一
方
、
弘
融
は
、
■読
遮
要
秘
抄
」
巻
八
の
奥
書
に

「正
慶
元

（
一
三
三
二
）
年
九
月

十
四
日

〈先
考
月
忌
〉
於
二
仁
和
寺
真
乗
院
禅
窓

・
一
部
抄
記
詑
」
と
、
仁
和
寺
に
於

け
る
執
筆
で
あ
る
と
す
る
。

（３
）

拙
稿

弓
徒
然
草
」
と
仁
和
寺
僧
弘
融
―

『読
遮
要
秘
紗
」
・
『康
秘
」
奥
書
か
ら
見

え
る
こ
と
―
」
貧
中
世
文
学
」
第
四
十
七
号
　
平
成
十
四
年
刊
行
予
定
）
で
考
察
し

た
。

（４
）

常
縁
本
で
は

「弘
融
僧
都
か
」、
鳥
丸
本
で
は

「弘
融
僧
都
」
と
あ
る
。

（５
）

『伊
賀
国
名
所
記
」
は
、
「名
所
記
」
で
は
あ
る
が
、
他
の
地
誌
類
と
同
内
容
の
記

事
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
「地
誌
類
」
と
一
括
し
て
扱
う
。

（６
）

『伊
賀
国
名
所
記
」
が
偽
書
で
あ
る
と
い
う
疑
い
は
、
冨
倉
徳
二
郎
氏

『兼
好
法
師

研
究
』
（著
者
名

「冨
倉
二
郎
」
と
し
て
、
昭
和
十
二
年
。東
洋
閣
）
に
、
夙
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

（７
）

「名
所
記
と
羅
山
編
書
―

『本
朝
神
社
考
』
■徒
然
草
野
槌
し
を
軸
に
」
η
国
語
国

文
じ
“
１
７
　
平
成
七
年
七
月
）、

．近
世
文
学
と
和
製
類
書
』
（若
草
書
房
　
平
成
十

一
年
）
な
ど
。

（８
）

『野
槌
」
の
五
十
二
、
八
十
九
、
二
百
四
十
段
の
増
補
記
事
は
、
慶
安
元

（
三
ハ
四

八
）
年
刊
行
の

「欽
槌
」
と
、
慶
安
五

（
一
六
五
二
）
年
貞
徳
跛
文

『慰
草
」
に
も

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
八
十
二
段
の
弘
融
に
関
し
て
は
、
「寿
命
院
抄
』
『野
槌
じ
初
刻

本
と
同
様
に

「○
弘
融
僧
都
こ
と
だ
け
あ
り
、
注
釈
本
文
は
な
い
。
百
九
十
五
段
の

「木
つ
く
り
の
地
蔵
」
に
つ
い
て
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。
「鉄
槌
』
の
頭
注
は
、
■徒

然
草
参
考
」
巻
八
の
洛
外
隠
士
陶
乞
城
文
に

「鉄
槌
と
い
へ
る
も
の
四
巻
を
板
に
ゑ

れ
り
、
こ
れ
は
野
槌
の
中
よ
り
ぬ
き
出
し
て
、
人
の
み
や
す
き
や
う
に
か
し
ら
か
き

に
あ
ら
は
し
た
る
」
（国
立
国
会
図
書
館
本
）
と
あ
る
よ
う
に
、
「野
槌
』
翁
寿
命
院

抄
彗
も
含
む
）
の
抜
書
と
見
ら
れ

全
局
乗
勲
氏

■徒
然
草
の
研
究
し
、
一
方

『慰
草
じ

は
、
貞
徳
門
人
の
間
書
、
手
控
の
類
を
も
と
に
作
成
さ
れ

（小
高
敏
郎
氏

『新
訂
松

永
貞
徳
の
研
究
　
続
編
し
、
頭
注
は

「鉄
槌
」
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る

（関
場
武

氏

「徒
然
草
の
影
響
・享
受
と
研
究
史
上
近
世
前
期
を
中
心
に
―
」
「国
文
学
解
釈
と

鑑
賞
」
昭
和
四
十
五
年
二
月
）
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
「鉄
槌
」
の
記
事
の
存
在
は
、

■野
槌
」
増
補
記
事
の
成
立
、
特
に
時
期
の
問
題
に
関
わ
る
が
、
『鉄
槌
」
の
記
事
が

『野
槌
」
の
踏
襲
と
す
る
見
解
に
従
い
、
「野
槌
』
が
初
出
で
あ
る
と
考
え
る
。
『鉄

槌
」
の
慶
安
元
年
の
刊
行
は
、
『野
槌
』
の
諸
本
の
成
立
、
と
り
わ
け
再
刻
本

「野
槌
』

の
刊
行
時
期
の
解
明
に
参
考
に
な
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
は

『欽
槌
』
の
「野
槌
」

抜
枠
の
規
準
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
近
世
初
期
の

『徒
然
草
」
注
釈

書
の
相
互
の
影
響
関
係
へ
も
波
及
す
る
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（９
）

内
閣
文
庫
本
に
は
、
「林
家
蔵
書
」
の
朱
印
と
、
「昌
平
坂
学
問
所
」
の
墨
印
な
ど

が
押
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「続
耳
談
」
と

、続
耳
諄
」
と
の
書
名
の
異
な
り
は
、
「耳

談
』
の
続
編
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
誤
り
で
あ
ろ
う
か

（「耳
談
」
も
内
閣
文
庫
に
所
蔵

さ
れ
る
）。
「耳
談
」
に
つ
い
て
は
、
村
田
和
弘
氏

「
耳
談
」
と

、柏
案
驚
奇
≒
―
コ
一

拍
」
の
来
源
問
題
に
つ
い
て
―
」
∩
筑
波
中
国
文
化
論
叢
」
十
二
号
　
平
成
四
年
）

を
参
照
し
た
。

（１０
）
　

「野
槌
」
再
刻
本
に
は
、
増
補
記
事
が
、
羅
山
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。
な
お
、
福
田
安
典
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
と
、
今
大
路
家
の
蔵
書
に
は
、
羅

山
の
息
弘
文
院
が
贈
っ
た

『野
槌
じ
再
刻
本
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
林
家
で
の
再
刻
本

の
重
視
の
様
相
が
窺
わ
れ
、
二
代
林
家
当
主
も
、
増
補
が
羅
山
自
身
に
よ
る
こ
と
を

承
知
し
て
い
た
と
見
て
良
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（ｎ
）

伝
弘
融
筆
古
筆
切
の
整
理
と
極
札
の
問
題
は
、
拙
稿

「古
筆
切
の
中
の

「仁
和
寺

華
厳
院
弘
融
」
の
こ
と
―
伊
賀
常
楽
寺
蔵
兼
好
。頓
阿
・弘
融
三
幅
対
を
め
ぐ
っ
て
―
」

翁
詞
林
』
第
二
十

一
号
　
平
成
十
四
年
四
月
）
に
お
い
て
考
察
し
た
。

（‐２
）

「野
槌
」
の
諸
本
に
つ
い
て
は
、
吉
澤
貞
人
氏
は
、
ズ
翻
〉
『埜
槌
生
の
板
本
に
つ

い
て
＝
初
刻
本

「巻
第

一
」
の
翻
刻
」
翁
金
城
学
院
大
学
論
集

（国
文
学
編
ご

３５

一
九
九
二
年
）、
日
埜
槌
』
の
板
本
に
つ
い
て
」
∩
季
刊
ぐ
ん
し
ょ
』
２５
号
　
一
九
九

四
年
）、
「埜
槌
　
一
一、
伝
本
」
「
徒
然
草
古
注
釈
集
成
』
勉
誠
社
　
一
九
九
六
年
）

に
お
い
て
、
現
段
階
で
は
、
ほ
ぼ
川
瀬

一
馬
氏
の
見
解
に
倣
い
解
説
さ
れ
て
い
る
。

（・３
）

注

（５
）
に
記
し
た
よ
う
に
、
「鉄
槌
」
の
慶
安
元
年
刊
行
を
併
せ
考
え
る
必
要
が

あ
る
。

（‐４
）

こ
の
弘
融
の
和
歌
は
、
■伊
水
温
故
」
以
外
の
伊
賀
の
地
誌
類
に
も
掲
載
さ
れ
、
若

千
の
異
同
が
あ
る
が
、
割
愛
し
た
。
ま
た
、
集
付
の

『蔵
玉
集
』
に
つ
い
て
は
、
新

編
国
歌
大
観
大
第
五
巻
の
赤
瀬
信
吾
氏
の
解
題
を
参
照
し
確
認
し
た
が
、
当
該
歌
は

掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
管
見
の
限
り
で
も
、
■蔵
玉
集
』
の
名
称
の
歌
集
に
見
出

せ
な
か
っ
た
。

―
―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―
―


